
1144 特特別別支支援援教教育育

((11)) 特特別別支支援援教教育育ととはは

「特別支援教育」とは、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を

支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。

また、これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく、知的な遅れのない発達障がいも含めて、

特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものである。さ

らに、障がいの有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生

社会の形成に必要不可欠となっている。

現在、我が国においては、2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」(2014

年日本は批准）や改正された「障害者基本法」などの趣旨を踏まえ、共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進が強く求められている。このインク

ルーシブ教育システムでは、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズの

ある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に

応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みの整備が求められている。そのため、幼稚園、小

学校、中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、高等学校における通級によ

る指導、及び特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場を用意しておくことが必要とな

っている。

((22)) 特特別別支支援援教教育育のの現現状状

近年、特別支援学校や特別支援学級に

在籍する幼児児童生徒が増加する傾向に

あり、通級による指導を受けている児童

生徒も平成５年度の制度開始以降増加し

ている。令和４年３月31日現在、義務教

育段階において特別支援学校及び小学

校、中学校の特別支援学級の在籍者並び

に、通級による指導を受けている児童生

徒の総数の占める割合は約6.5％となっ

ている（図参照）。

また、「通常の学級に在籍する特別な

教育的支援を必要とする児童生徒に関す

る調査結果」（令和４年12月）では、学

習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合が、平成24年に行った調査におい

ては推定値6.5％であったものが、今回の調査では、小学校・中学校においては推定値8.8％、高

等学校においては推定値2.2％であった。

※平成24年の調査とは対象地域や一部質問項目が異なるため、単純比較はできないことに留意。

※高等学校は今回新たに調査対象に追加。公立の全日制又は定時制に在籍する１～３年次のみを

対象。

((33)) 学学びびのの場場のの充充実実

① 通常の学級

図 文部科学省 特別支援教育の児童生徒の増加の状況
（令和４年３月31日現在）
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通常の学級の担任・教科担任は、自身の学級に教育上特別の支援を必要とする児童等がいるこ

とを常に想定し、学校組織を活用し、児童等のつまずきの早期発見に努めるとともに行動の背景

を正しく理解することが求められる。その上で、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要

とする児童生徒については、その実態に応じ、指導内容や指導方法を工夫することが必要であ

る。通常の学級において日常的に行われている学習形態や指導の方法の基本を押さえた上で、一

人一人の児童生徒の違いを把握し、工夫や支援を加えることが、通常の学級における支援である。

また、特別な教育的支援を必要とする児童生徒への支援は、どの子にとっても有効な支援であ

る。児童生徒にとって、安全で安心できる学級づくり、そして、分かる、できる授業づくりが求

められている。（授業のユニバーサルデザイン）

② 通級による指導

「通級による指導」とは、小学校、中学校において大部分の授業を通常の学級で受けている障

がいのある児童生徒に対して、一部の時間で障がいに応じた特別の指導を特別の場（通級指導教

室）で行う指導形態である。通級による指導教室設置校の児童生徒だけでなく、周辺の学校に在

籍する児童生徒も指導を受けることができる。通級による指導では、自立活動に関する指導や、

特に必要があるときは障がいの状態などに応じて各教科の内容を取り扱いながら行うことができ

るとされ、授業時間数は対象となる児童生徒の状態に合わせて規定された標準時間（週８時間）

の範囲内で行われている。

徳島県では、小学校、中学校等に言語障がい、自閉症、弱視、難聴、ＬＤ、ＡＤＨＤ、病弱を

対象とした通級による指導教室を設置している。

また、学校教育法施行規則が改正され、平成30年４月より高等学校でも通級による指導（特別

の教育課程として障がいに応じた特別の指導）が制度化され、実施している。

③ 特別支援学級

特別支援学級は、基本的には、小学校、中学校の学習指導要領に沿って教育が行われるが、児

童生徒の実態に応じて、特別支援学校の学習指導要領を参考として特別の教育課程が編成できる

ようになっている。また、児童生徒の実態に応じて、通常の学級の授業を受ける交流及び共同学

習が実施されている。

徳島県では、知的障がい、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障がい、自閉症･

情緒障がいの特別支援学級を設置している。

④ 特別支援学校

特別支援学校では、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障がい

に基づく種々の困難を改善・克服するために、「自立活動」という特別の指導領域が設けられて

いる。また、幼児児童生徒の障がいの状態などに応じた弾力的な教育課程が編成できるようにな

っている。なお、知的障がい者を教育する特別支援学校については、知的障がいの特徴や学習上

の特性などを踏まえた独自の教科及びその目標や内容が示されている。

ただし、就学時に決定した学びの場は固定したものではなく、それぞれの幼児児童生徒の発達

の程度、適応の状況などを勘案しながら柔軟な選択ができることを、全ての関係者の共通理解と

することが重要である。

((44)) 特特別別支支援援教教育育をを支支ええるるたためめのの体体制制のの整整備備及及びび取取組組

① 校（園）内委員会の設置

各学校においては、校（園）長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、発達障が

いを含む障がいのある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討などを行うため、校内に特別支

援教育に関する委員会を設置している。

② 特別支援教育コーディネーターの配置

各学校の校長は、特別支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に明確に位置付けている。

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員

会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などを担

う大切な役割である。

③ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成

障がいのある幼児児童生徒の乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うため、

学校では、家庭及び地域や福祉、医療、労働などの様々な機関と協力して「個別の教育支援計画」

を作成し、活用した効果的な支援を進めなければならない。特別支援学校では、学習指導要領に

おいて、全ての幼児児童生徒に作成することが規定されており、また小学校、中学校等におい

ては、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受けている児童生徒だけでなく、通

常の学級に在籍する児童生徒についても作成し、情報を共有して適切な支援を行うことが大切で

ある。

「個別の指導計画」は、幼児児童生徒一人一人の障がいの状態などに応じたきめ細かな指導

が行えるよう、学校、園における教育課程や指導計画、個別の教育支援計画などを踏まえて、

より具体的な教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容、指導方法を盛り込んだものであ

る。特別支援学校では、学習指導要領において、各教科等全ての指導に対して作成する（幼稚

部においては、総合的に指導する場合も含む）こととされている。学びにくさやつまずきのあ

る通常の学級の児童生徒についても、具体的に目標を設定し、指導や支援の方法を盛り込んだ

個別の指導計画を作成して教育に取り組むことが望まれる。さらに、適切な指導が一貫して行

われるよう個別の指導計画を引き継いでいくことが必要である。

※小学校、中学校の学習指導要領では、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導

を受ける児童生徒について、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用

することが明記されている。

④ 地域における特別支援教育のセンター的機能

特別支援学校は、地域の実情や家庭の要請などにより、障がいのある幼児児童生徒やその保護

者に対して行ってきた教育相談などの役割に加え、地域の小・中学校等の要請に応じ、障がいの

ある児童生徒や担当する教員などに対する助言や援助を行うこと、その際、学校として組織的に

取り組むこと、他の特別支援学校や小・中学校等と連携を図りながら、有効にセンター的機能が

発揮されることが求められている。

特別支援学校のセンター的機能の例として、以下のような内容がある。

ア 小・中学校等の教員への支援機能

イ 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能

ウ 障がいのある幼児児童生徒への指導・支援機能

エ 福祉、医療、労働などの関係機関などとの連絡・調整機能

オ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能

カ 障がいのある幼児児童生徒への施設設備などの提供機能

⑤ 交流及び共同学習

特別支援学校と幼稚園や小学校、中学校、高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学

級との間でそれぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障が

いのある幼児児童生徒にとっても、障がいのない幼児児童生徒にとっても、共生社会の形成に向

けて経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で大きな意義を有するとともに、多様

性を尊重する心を育むことができる。
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② 特別支援教育コーディネーターの配置

各学校の校長は、特別支援教育コーディネーターを指名し、校務分掌に明確に位置付けている。

特別支援教育コーディネーターは、各学校における特別支援教育の推進のため、主に、校内委員

会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相談窓口などを担

う大切な役割である。

③ 個別の教育支援計画・個別の指導計画の作成

障がいのある幼児児童生徒の乳幼児期から学校卒業後まで一貫した教育的支援を行うため、

学校では、家庭及び地域や福祉、医療、労働などの様々な機関と協力して「個別の教育支援計画」

を作成し、活用した効果的な支援を進めなければならない。特別支援学校では、学習指導要領に

おいて、全ての幼児児童生徒に作成することが規定されており、また小学校、中学校等におい

ては、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受けている児童生徒だけでなく、通

常の学級に在籍する児童生徒についても作成し、情報を共有して適切な支援を行うことが大切で

ある。

「個別の指導計画」は、幼児児童生徒一人一人の障がいの状態などに応じたきめ細かな指導

が行えるよう、学校、園における教育課程や指導計画、個別の教育支援計画などを踏まえて、

より具体的な教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容、指導方法を盛り込んだものであ

る。特別支援学校では、学習指導要領において、各教科等全ての指導に対して作成する（幼稚

部においては、総合的に指導する場合も含む）こととされている。学びにくさやつまずきのあ

る通常の学級の児童生徒についても、具体的に目標を設定し、指導や支援の方法を盛り込んだ

個別の指導計画を作成して教育に取り組むことが望まれる。さらに、適切な指導が一貫して行

われるよう個別の指導計画を引き継いでいくことが必要である。

※小学校、中学校の学習指導要領では、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導

を受ける児童生徒について、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用

することが明記されている。

④ 地域における特別支援教育のセンター的機能

特別支援学校は、地域の実情や家庭の要請などにより、障がいのある幼児児童生徒やその保護

者に対して行ってきた教育相談などの役割に加え、地域の小・中学校等の要請に応じ、障がいの

ある児童生徒や担当する教員などに対する助言や援助を行うこと、その際、学校として組織的に

取り組むこと、他の特別支援学校や小・中学校等と連携を図りながら、有効にセンター的機能が

発揮されることが求められている。

特別支援学校のセンター的機能の例として、以下のような内容がある。

ア 小・中学校等の教員への支援機能

イ 特別支援教育等に関する相談・情報提供機能

ウ 障がいのある幼児児童生徒への指導・支援機能

エ 福祉、医療、労働などの関係機関などとの連絡・調整機能

オ 小・中学校等の教員に対する研修協力機能

カ 障がいのある幼児児童生徒への施設設備などの提供機能

⑤ 交流及び共同学習

特別支援学校と幼稚園や小学校、中学校、高等学校等との間、また、特別支援学級と通常の学

級との間でそれぞれ行われる交流及び共同学習は、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障が

いのある幼児児童生徒にとっても、障がいのない幼児児童生徒にとっても、共生社会の形成に向

けて経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で大きな意義を有するとともに、多様

性を尊重する心を育むことができる。
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特別支援学校と各学校との間で行われる交流及び共同学習については、双方の学校における教

育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したりするなど交流及び共同学習の計画的・組織的

な推進が必要である。また、特別支援学級と通常の学級との間で行われる交流及び共同学習につ

いても、学校においてねらいを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作成したり

するなど計画的・組織的な推進が必要である。

⑥ ポジティブ行動支援（ＰＢＳ:Positive Behavior Support）

ポジティブ行動支援は、幼児児童生徒の行動に注目し、望ましい行動を「ほめる」、「認める」

ことでその行動を引き出し、問題行動が起こる前から取り組むことでそれを予防することを目

指している。幼児児童生徒の問題行動を解決するためには、「問題行動を罰する」だけではなく、

「望ましい行動を育てる」という発想が大切であり、そのためには、「教えること」、「承認する

こと」、「環境を整えること」の三つの関わりがポイントとなる。ポジティブ行動支援は、全て

の幼児児童生徒を対象とした集団指導にも、気になる幼児児童生徒への個別指導にも応用でき

る考え方である。

((55)) イインンククルルーーシシブブ教教育育シシスステテムムのの充充実実

インクルーシブ教育システム構築の充実に向けた対応については、平成24年７月にまとめられ

た「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報

告)」に示されている。この中では、学校が配慮しなければならない「基礎的環境整備」や「合理

的配慮」についても明記されている。このことは、「インクルーシブ教育システムの基本的な考え

方」（国立特別支援教育総合研究所Ｗｅｂサイト)に詳しく掲載されている。

また、平成28年４月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解

消法)が施行され、国の行政機関や地方公共団体などの職員は、「障害を理由とする差別的取扱い

の禁止」とともに、「障害者への合理的配慮の提供」が法的義務であることに留意する必要がある。

徳島県においても「徳島県教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対

応要領」が策定されている。
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・「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説総則編（幼稚部、小学部・中学部）、各教科等編（小

学部・中学部）、自立活動編（幼稚部、小学部・中学部）」 平成30年３月 文部科学省

・「特別支援学校学習指導要領解説総則編（高等部）」 平成31年２月 文部科学省

・「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン～発達障害

等の可能性の段階から、教育的ニーズに気付き、支え、つなぐために～」 平成29年３月 文

部科学省

・「特別支援学校等の児童生徒の増加の状況」 令和５年度特別支援教育教育課程等研究協議会

資料より抜粋 令和５年10月 文部科学省

・「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」

令和４年12月 文部科学省

1155 へへきき地地教教育育

「へき地学校」とは、へき地教育振興法第２条で、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条

件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並び

に中等教育学校の前期課程並びに学校給食法第６条に規定する施設をいう。」と示されている。高

等学校においても同様に示されている。徳島県は、この「へき地学校」と呼ばれる小・中学校が18

校ある。（分校を含む、休校を除く：令和５年度学校基本調査による）

へき地学校は基本的には小規模（少人数）である。へき地ゆえ、小規模ゆえの課題や教育に関す

る困難さはあるが、その特性を最大限生かすことで、「へき地学校ならでは」の創造性豊かな教育を

展開することが可能となる。

また、へき地学校に勤務する教職員は、児童生徒の育成はもちろん、地域の伝統文化の継承や地

域の活性化に関する地域住民の期待に応えていかなければならない存在でもある。地域を理解し、

地域と一体となって教育活動を展開していこうとする意識を大切にしていかなければならない。

((11)) へへきき地地教教育育のの特特性性（（３３特特性性））

① へき地性

児童生徒が学ぶ環境の特性であり、へき地学校に指定される尺度、すなわち交通条件や自然条

件などの地理的・物理的な特性に限られるものではない。したがって、マイナス面を強調するこ

となく、へき地のプラス面の特性を生かすことによって、地域社会に根ざした主体的・創造的な

教育活動を展開していくことが大切である。

② 小規模性

学校が小規模（少人数）であることは、学習面や社会性育成面での児童生徒相互の刺激の少な

さ、体育科における団体種目や部活動等の教育活動実施上の制約などのマイナス面がある反面、

個に応じたきめ細かい指導が行いやすかったり、一人一人が個性を発揮し主役になれたりするプラ

ス面もある。こうした特性を踏まえて指導を工夫・改善していく必要がある。

③ 複式形態

小・中学校設置基準第５条の規定に「小・中学校の学級は、同学年の児童生徒で編制するもの

とする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の児童生徒を一学級に編制することができる。」

とあり、二つの学年の児童生徒を一学級にしたものを複式学級という。

複式学級での指導には教材作成や指導方法など、多くの工夫を必要とするが、主体的に取り組

む問題解決的な活動を展開しやすく、児童生徒の自学する力を伸ばすことができる。

((22)) へへきき地地・・小小規規模模校校ののメメリリッットト

へき地学校では、「へき地だからこそ、小規模だからこそできる教育」を実践するという教員

の前向きな姿勢や発想の転換が大切である。そういった視点から、へき地・小規模校のメリット

として、次のようなことが挙げられる。

① 一人一人の学習状況や学習内容の定着状況を的確に把握でき、補充指導や個別指導を含めたき

め細かな指導が行いやすい。

② 意見や感想を発表できる場が多くなる。

③ 様々な活動において、一人一人がリーダーを務める機会が多くなる。

④ 複式学級においては、教員が複数の学年間を行き来する間、児童生徒が自ら学習を進める活

動、また、児童生徒が相互に学び合う活動を充実させることができる。
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